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【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年8月20日(2013.8.20)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３１】
　加えて、コンテンツプロバイダーは、資産に基づくユーザ経験をいつでも最適化するこ
とができる。すなわち、ウェブサイトに関連するニュースは、リッチメディア資産が利用
できない場合、ニュースストーリーの写真を提供することができるが、ビデオ資産がその
場所の近くに（locally）格納されている場合、ウェブページはウェブページ上のイメー
ジの代わりにビデオを代用する。これは、ビデオの対応する元の「コピー」を有し、ビデ
オ及びイメージが同じ種類（story）のものではないので、互いに相違するサポートテキ
スト及びキャプションを必要とする。一実施の形態において、これは、その対応資産トー
クン（上記資産条件参照）を介して資産の存在を検出するサーバー側アプリケーションに
よって達成される。トークンが存在するか否かに従い、異なるページがエンドユーザ用に
作成される。他の実施の形態において、これは、ウェブブラウザのスクリプトを介してク
ライアント側で行われる。すなわち、ウェブページのスクリプトを使用することによって
、異なるページが、メディア資産トークンの存在に基づく動的なＨＴＭＬを介して作成さ
れる。
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